
「日本認知症学会教育認定施設として 2016年 4月より 5年間認定更新されました」 

 

当附属診療センターでは、2011年度から日本認知症学会教育認定施設として認知症患者様の専

門的な診療と学生教育に取り組んでいます。その診療・教育について特筆すべき点としましては、

日本認知症学会専門医による専門的な診療および高次脳機能訓練を取り入れた言語聴覚士（ST）、

作業療法士（OT）、理学療法士（PT）によるリハビリテーションや医療ソーシャルワーカー（MSW）

による社会的支援の情報提供・助言などのチーム医療を本学教員が行い、学生教育にも役立てて

いることがあげられます。 

このたび、当附属診療センターは日本認知症学会より 2016 年 4 月から 2021 年 3 月まで日本認

知症学会教育認定施設として認定更新されました。 

 

 


